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巻 頭 言 

 

－１－ 

 

 2006年３月，京都で，環日本海アカデミッ

クフォーラム（世話人代表藤本和貴夫・大阪

経済法科大学学長）主催の「北東アジア地域

における森林持続マネージメント」をテーマ

とするシンポジウムが開催され、筆者もコーデ

ィネーターという役割で参加した。今回のシ

ンポジウムは，平成 18年度において，正式な

立ち上げが予定されている「京都モデルフォ

レスト」の支援シンポジウムとしての性格を

持つものであった。 

 したがって参加国も，日，中，韓の三ヵ国

のほか，カナダから国際モデルフォレストネ

ットワーク事務局のアジア地域担当者が参加

して意見交換や現地検討が行われた。 

モデルフォレスト活動を一言でいえば，森

林の持続を目標とする流域などの地域におけ

るステークホルダーによるネットワークの形

成とパートナーシップに基づく協働プロジェ

クト活動を主体としているものである。この

場合，ステークホルダーの範囲が大変広いこ

とに特徴がある。根底にあるものは，地域森

林を地域全体すなわち企業体，大学，行政，

NGO，住民などが共有しているという考え方

である。つまり地域総ぐるみの活動により，

地域固有の森林を巡る問題の解決を図り，或

いは人と森との共生の推進を行うなど多彩な

活動を目指している。 

アジアにおけるモデルフォレストは，現在，

中国，タイ，フィリピン，インドネシア，イ

ンドで活動が行われており，今後，日本（京

都モデルフォレスト）のほか，韓国からの参

加者の発言によれば韓国においても立ち上げ

が見込まれるとのことである。 

世界全体では，1992 年発足のカナダの 11

地域をはじめ，中南米，北欧，ロシアなどで

活動が行われており，アジア地域を併せて，

30 前後の地域でモデルフォレスト活動が存

在している。これらのモデルフォレストは，

国際モデルフォレストネットワークに加入す

ることによって相互交流が行われ，問題解決

に役立っている。 

アジア森林パートナーシップもネットワー

クとパートナーシップで成立するものと理解

しているが，このような取組が成功するため

には，希望するグループや個人は総て参加で

きる仕組みのほか，日本国内においても活動

の一翼を担う，フィールドや活動センターな

どを整備することも有効と考える。このこと

は，有為な人材に活躍の場を与えるために或

いはまた人材の育成と交流のためにも大切な

ことである。 

モデルフォレストネットワークとの交流も

高い成果を期待し得るものであることはいう

までもない。 

 

アジアの森林パートナーシップと 

モデルフォレストネットワーク 

 
海外林業コンサルタンツ協会会長  

                 小 澤 普 照  

OZAWA Fusho：Asia Forest Partnership and Model 

Forest Network 



特集：アジア森林パートナーシップ 
－関係国，国際機関，NGO 等の協力によるアジアにおける森林再生・保全への取組－ 
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地球規模での「持続可能な森林経営

(Sustainable Forest Management）」の推進方策

については，1992年にブラジルのリオ・デ・

ジャネイロで開催された国連環境開発会議

（UNCED，いわゆる「地球サミット」）を一

つの契機として，国連を中心に国際的な対話

が進められてきたところである。 

一方で，国際社会においては，このような

対話の継続にも拘わらず，世界の森林の減

少・劣化が依然として高い水準で進行してい

ることに対して，それら手法の限界，あるい

は内在する問題点等について様々な指摘が行

われてきていることも事実であり，そのよう

な状況の中で，世界の持続可能な森林経営の

具体的な進展に向けて，地域レベルでの対

話・取組をより重視する方向性を模索する動

きも出てきている。 

そこで，本稿では，世界の森林資源の現状

や国際的な議論などを紹介しつつ，その中に

おけるアジア森林パートナーシップ（AFP）

の意義及び可能性等とともに，AFPが世界の

持続可能な森林経営の推進にどのように貢献

していけるかについて，若干の私見を述べる

こととしたい。 
 

 

世界の森林・林業の動向 

－地域間格差の拡大－ 
 

世界の森林・林業の現況に関する包括的な

報告書である国連食糧農業機関  (FAO) の

「Global Forest Resources Assessment 2005 

(FRA2005)」（世界森林資源評価 2005）(1)に

よれば，2005年時点の世界の森林面積は 39億

5千万haで，陸地面積の約30％を占めている。

そのうち 66％は，国別上位 10 ヵ国に分布し

ている（ロシア，ブラジル，カナダ，アメリ

カ，中国，オーストラリア，コンゴ民主共和

国，インドネシア，ペルー，インド）。 

2000 年から 2005 年における世界の森林面

積は，年平均約 730万 ha減少している。1990

年から 2000年は約 890万 ha(2)であったことか

ら，若干，減少のペースが低下してきてはい

るものの，依然として高い水準であることに

変わりない。 

地域別には，南米及びアフリカの両地域が

 
 

世界の持続可能な森林経営の推進と 
アジア森林パートナーシップ 

 

宮薗 浩樹  

MIYAZONO Hiroki：The Promotion of the Sustairable 

Management of the World’s Forests and the Asia 

Foresr Partnership 

(1) ｢Global Forest Resources Assessment 2005」はサ

マリーが 2005年 11月に発表され，その後メイン

レポートが 2006年２月の国連森林フォーラム第

６回会合（UNFF6）中に発表された（内容は FAO

の HP（http://www.fao.org/forestry/index.jsp）を

参照されたい。）。 
(2) FRA2000では 1990～2000年における世界の森

林の年平均減少面積は 940万 haとなっているが，

FRA2005の集計作業において過去のデータにつ

いても修正が行われた。 
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年平均400万ha以上のペースで減少している

のに対して，アジアでは年平均で約 100万 ha

増加（1990年～2000年は 79万 haの減少）し

ていることが注目される。これは，中国にお

ける近年の大規模な植林面積の増加（年平均

約 150万 ha）に負うところが大きいが，一方

で，インドネシア，ミャンマーなどでは天然

林を中心に依然として森林面積の大幅な減少

が続いている。 

FRA2005は，森林面積だけでなく持続可能

な森林経営の進捗状況を把握するための 6つ

の要素（①森林資源の状況，②生物多様性，

③森林の健全性と活力，④森林の生産的機能，

⑤森林の保護的機能，⑥社会・環境的機能)(3) 

を用いて，世界の森林の状況を把握・分析し

ており，その中で，地域毎の現状について，

アフリカ地域では過去 15 年間の持続可能な

森林経営の進捗状況は限定的であり，南米地

域，アジア地域は肯定的な部分及び否定的な

部分とが混在している状況にあるとしている。 
 

国連森林フォーラム（UNFF） 

における議論の動向 

－地域レベルでの取組重視へ－ 
 

平成18年２月13日(月)から24日(金)まで，

ニューヨークの国連本部において国連加盟国

100 ヵ国以上が参加して開催された国連森林

フォーラム第６回会合(UNFF６)には，我が国

から筆者を含む林野庁，外務省及び環境省よ

り関係者が出席したところであるが，その最

大の論点が，1992年の地球サミット以降，国

連の場で継続して行われてきた世界の森林に

関する法的拘束力を伴う枠組（いわゆる「森

林条約」）の可否であった。 

地球サミットでは法的拘束力を伴う「森林

条約」に関して，先進国対途上国と言ったい

わゆる南北間の対立などからコンセンサスが

得られず，その結果，全ての森林を対象とす
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資料：FAO Global Forest Resources Assessment 2005 

図 世界の地域別森林面積の年変化量（1990～2005） 
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る「森林原則声明」(4) が採択され，これがそ

の後の国際的な森林問題に関する取組や政策

対話の基礎をなしてきたところであるが，

UNFF６では，最終的に，2015 年までは法的

拘束力を伴わない枠組とすることで合意し，

2015年に再度，法的拘束力を伴う枠組を含む

様々な選択肢について検討を行うこととなった。 

なお，今回の合意事項の中で，2015年まで

の世界的な目標として，①森林の減少傾向の

反転，②森林由来の経済的・社会的・環境的

便益の強化，③保護された森林及び持続可能

な森林経営がなされた森林面積の大幅な増加

と同森林からの生産物の増加，④持続可能な

森林経営のための ODA の減少傾向の反転等

の４目標について合意がなされたところであ

るが，その議論の過程において感じたことは，

従前の南北間の対立と言った構図だけではな

く，途上国の間においても，それぞれの置か

れている森林の状況，抱えている問題点が異

なることなどから温度差が見られたことであ

る。 

このような国際会議においては，先進国対

途上国グループであるG77プラス中国が対峙

することが往々にしてあるが，UNFF におい

ては，途上国が一枚岩ではなく，アフリカグ

ループ，アマゾン諸国等が，独自のスタンス

で交渉に臨み，アジアの途上国については，

全体としての統一した発言はほぼ皆無であっ

た。その中で，上記目標については，特に，

アフリカ諸国が，現在の状況下では，2015年

までにアフリカ地域で進展を求めることは困

難であることを強く主張していたことが印象

的であった。 

なお，今回の議論の中では，これまでの

UNFF のようなグローバルな対話について，

より実効性を高める観点から，我が国を始め

多数の国々から地域レベルでの取組を強化

すべきとの意見が出され，その結果，UNFF

と既存の地域の組織，メカニズム，プロセス

等との連携を強化していくことが合意され

たところである。 

その結果，これまで毎年行っていた UNFF

会合は，UNFF８からはグローバルレベルで

の会合は隔年で実施し，その間の年は地域レ

ベルでの対話・取組を進めていくこととなっ

たところであり，筆者としては，その地域レ

ベルでの対話・取組の一つとしてアジア森林

パートナーシップが果たす役割が今後ます

ます高まっていくことが期待されると感じ

ているところである。 

なお，今次会合中に，我が国等が中心となっ 

てアジア森林パートナーシップのこれまでの

成果等について発表するサイドイベントを実

施したところ，各国・関係機関等から多数の

出席者があり，活発な意見交換が行われるな

ど AFP に対する国際社会の関心の高さが伺

われたことも付言しておく。 

(3) 持続可能な森林経営の進捗状況を客観的・科学

的なデータ等により把握するための「基準・指標

（Criteria and Indicators）」には，現在，世界で，我

が国の参加しているモントリオール・プロセスを含む

9つの取組があり，FAOによれば 2000年時点で 149

ヵ国がそのうちの少なくとも一つに参加している。

UNFF6においては，各国はそれら 9つの基準・指標

に共通する 7つの要素（①森林資源の状況，②生物

多様性，③森林の健全性と活力，④森林の生産的機

能，⑤森林の保護的機能，⑥社会・経済的機能，⑦

法令・政策及び制度的枠組）を考慮して，国別報告

書を自主的にUNFFに提出することが合意された。 
(4) 正式名称「全ての種類の森林の経営，保全及び持

続可能な開発に関する世界的な合意のための法的拘

束力のない権威ある原則声明」（Non-Legally Binding 

Authoritative Statement of Principles for a Global 

Consensus on the Management, Conservation and 

Sustainable Development of All Types of Forests） 
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アジア森林パートナーシップの現状

について 
 

アジア森林パートナーシップ（AFP）は，

アジア地域の持続可能な森林経営の推進を目

的として，関係国・国際機関・NGOなどが違

法伐採対策，森林火災予防，荒廃地の復旧と

再植林等の活動に協働的に取り組むための枠

組として，2002年に南アフリカ共和国ヨハネ

スブルクで開催された「持続可能な開発に関

す る 世 界 首 脳 会 議 （ World Summit on 

Sustainable Development: WSSD）」において，

我が国とインドネシア政府の提唱によりタイ

プ２(5) の取組として正式に発足した。なお，

同サミットでは，米国とコンゴ川流域諸国等

による「コンゴ川流域森林パートナーシップ」

などもスタートしている。 

AFPの概況については，別表のとおりであり，

ここでは，今後の AFPについて一つの方向性

を打ち出す契機となった第５回 AFP実施促

進会合（AFP５）の内容について若干紹介し

たい。 

2005年 11月 13日から 15日の３日間，横

浜において行われた AFP５には，パートナー

を中心とする 23ヵ国の政府，７国際機関，内

外の多数の NGO・研究機関・産業界等から，

合計約 130名が参加した。 

その主要議題の一つが，今後，AFPの活動

を一層促進していくための事務局を含むAFP

組織のあり方及び意志決定の仕組みについて

検討することであり，その結果，以下の内容

を含む「AFP強化のための組織事項と意思決

定の仕組みに関する発表」が採択されたとこ

ろである。 

① AFP会合について 

● パートナーの主催により最低年１回

の会合を開催 

● 上記会合は，ワークプランの実施・見

直し・採択及び AFP事務局の運営等に

ついて決定する役割を果たす「パート

ナー・フォーラム」と，AFPの活動促

進のため全ての関心ある者が自由に

参加する「パブリック・フォーラム」

の二部で構成 

② 運営委員会について 

AFPの設立・発展に関して，これまで

日本政府，インドネシア政府，国際林業

研究センター（CIFOR），ザ・ネイチャー・

コンサーバンシー（TNC）が主導してき

た役割を今後は各パートナーの代表と

事務局のコーディネーターで構成され

る運営委員会が継承する。なお，今次会

合中に第１回の運営委員会が開催され，

日本政府とインドネシア政府が共同議

長に選任された。 

③ AFP事務局について 

CIFOR が引き続き以下の役割を担う

AFP事務局をホストし，各パートナーは

ボランタリーベースで事務局を技術

的・資金的に支援する。 

● AFPへの参加手続き 

● パートナー間の活動の相乗効果を促

進するための情報共有 

● パートナーからの AFP の活動に対す

る提案の促進 

● 潜在的ドナーがワークプラン提案を 

(5) 同サミットでは、サミットの全参加国の間での

合意を目指して交渉が行われた「政治宣言」や「実

施計画」などがいわゆる「タイプ１」文書と呼ば

れたのに加え，関心を有する国や国際機関，NGO，

産業界などがパートナーシップを組んで自主的

に取り組むことを提案・表明する「タイプ２」文

書の提出・登録が奨励された。 
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アジア森林パートナーシップ (Asia Forest Partnership: AFP) 
 

平成 18年 3月現在 

http://www.asiaforests.org 

１．目 的 

 アジアの持続可能な森林経営の促進を目的として，アジア諸国（主に ASEAN），ドナー国・国際機関及び

NGOなどが違法伐採対策，森林火災予防，荒廃地の復旧と再植林等の活動に協働的に取り組むためのパー

トナーシップ。 
 
２．背景・経緯 

 森林は，土地や生物多様性の保全，水源の涵（かん）養，木材生産，地球温暖化の緩和など人類に多面的な

恩恵を与えている。一方，世界的な森林の減少・劣化は依然として止まっておらず，各国政府，国際機関，

市民社会などが協力して世界の森林の持続可能な経営の促進のため一層効果的な取組を行っていくことが重

要であり，そのための地域的な協力が奨励されている。 

－2002年５月 朝海外務省国際貿易経済・地球環境問題担当大使及びプラコサ・インドネシア林業大臣との

間で AFPを形成することに合意。 

７月 AFP準備会合を東京で開催（日本及びインドネシア共催）。ヨハネスブルグ・サミットのた

めの AFPの文書を作成。 

８月 ヨハネスブルグ・サミットの際に，いわゆるタイプ２プロジェクトとして正式に発足。 

11月  AFP 第１回実施促進会合を東京で開催（日本，インドネシア，国際林業研究センター

（CIFOR），ザ・ネイチャー・コンサーバンシー（TNC）共催）。 

－2003年４月 AFP第２回実施促進会合準備会合をインドネシア（CIFOR）で開催。 

７月 AFP第２回実施促進会合をインドネシアで開催。 

11月 AFP第３回実施促進会合を日本で開催。 

－2004年８月 AFP強化のための地域ワークショップをインドネシアで開催。 

        12月 AFP第４回実施促進会合を日本で開催。 

－2005年11月 AFP第５回実施促進会合を日本で開催。 
 
３．活動内容  

 本パートナーシップの参加者（パートナー）は，例えば以下の分野で協力を行う。 

 ●衛星データを用いた森林経営の基礎資料の提供 

 ●森林火災の防止と抑制のための研究，情報交換，衛星データ・地図の活用 

 ●荒廃地の復旧のための植林の推進 

 ●環境に配慮した伐採や違法伐採対策ガイドラインの策定・実施 

 ●違法伐採に対処するための追跡能力の強化やラベリングなど証明制度の導入 

 ●違法伐採に対処するための情報交換，研究，啓発活動 

 ●輸入国，輸出国双方が違法に伐採された木材の輸出入を廃絶するための効果的な手  段の促進 

 ●本パートナーシップの目的を達成するための人材育成や組織能力の強化 
 
４．パートナー  

政 府（17+1）：オーストラリア，カンボジア，中国，フィンランド，フランス，インドネシア，日本，大韓民国，マレー

シア，オランダ，フィリピン，スイス，タイ，英国，米国，ベトナム，欧州委員会[EC]，（ロシア） 

国際機関（８）：アジア開発銀行(ADB)，アジア生産性機構(APO)，国際林業研究センター(CIFOR)，国際

連合食糧農業機関(FAO)，国際熱帯木材機関(ITTO)，国連森林フォーラム(UNFF)，アジ

ア・太平洋経済社会委員会(ESCAP)，国連大学(UNU) 

市民社会（９）：ザ・ネイチャー・コンサーバンシー（TNC），世界資源研究所(WRI），WWFインドネシア，トロペン

ボス・インドネシア，マレーシア木材認証協議会(MTCC），トロップバイオ・フォレスト，地球環境

戦略研究機関(IGES），地球・人間環境フォーラム(GEF），PNGエコフォレストリー・フォーラム 
 

５．AFP事務局及び運営委員会 

 AFPの事務局機能は CIFORが担い，AFPの事業運営方針等は各パートナーの代表から構成される運営委
員会で決定され，現在，日本とインドネシアが共同議長。
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検討する際の必要に応じた支援 

● AFPの活動に関するパートナーからの

提案についての整合性の確保 

● AFP会合等の実施に関する支援 

● AFP会合関連文書の準備 

● AFPの中心課題に関連した他の取組と

の協働の促進 

● パートナーの行っている AFP 関連活

動の報告書の整備等 

このように，AFP５において，これまで各

パートナーの考え方が必ずしも一致していな

かった組織のあり方及び意志決定の仕組み等

について合意が得られたことは，AFPの活動

を今後さらに推進していく上で非常に重要で

あり，また，その中で，これまでリーディン

グパートナーとして日本政府，インドネシア

政府，CIFOR，TNCの４者が主導してきた役

割を，今後は各パートナー等で構成される運

営委員会が継承していくことを確認したこと

は，AFPが真のイコールパートナーシップと

して発展していくための大きなステップであ

ると言えるだろう。 
 

おわりに 

－今後の AFPの可能性について－ 
 

 発足から３年が過ぎた AFPであるが，これ

までの活動等に対しては様々な評価があろう。

AFPを新たな活動のための資金源として期待

した者にとっては決して満足のいくものでは

ないだろうし，また，現場レベルの活動への

展開が不十分，あるいは，違法伐採対策のみ

に焦点を当てすぎていると指摘する者も少な

くない。 

しかしながら，発足時に，それぞれの期待・

思惑・理想を持って参加してきた政府・国際

機関・NGOなどの多様なパートナーが，AFP

と言う新たな傘の下，共通理解を醸成しつつ，

徐々にではあるものの一つの方向に向かって

動き始めていることは評価されていいのでは

ないかと思う。 

筆者自身は，各種の国際会議等で，AFPに

ついて紹介するとき，AFPの最大のメリット

はその柔軟性であり，パートナーは何ら義務

を負うことなく，参加したいときに参加し，

必要な時にアクションを起こし，また何か問

題があればいつでもそれを提起し，自ら或い

は他のパートナーと一緒にそれを解決してい

くことが可能であると説明している。悪く言

えば何でもありとの言い方も可能ではあるが。 

2002年に発足した AFPは 2007年までの５

年間を第１フェーズとして，それ以降の AFP

のあり方，活動等については，2007年に再検

討を行うこととなっているが，今の AFPは若

干３歳の子供である。その子供が，今後どの

ように成長し，世の中の役に立っていくのか

は育て方次第である。 

折しも，世界の持続可能な森林経営の達成

に向けて地域プロセスを重視していこうとす

る方向性が強まりつつある。その中で，AFP

が一つのモデルとしてアジア地域の持続可能

な森林経営の推進に貢献していくことを信じ

ている。 

 

（林野庁 海外林業協力室課長補佐） 

 

 



特集：アジア森林パートナーシップ 
－関係国，国際機関，NGO等の協力によるアジアにおける森林再生・保全への取組－ 
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幕開け－ちょっと不思議なＡＦＰ－ 

 
質問：鳥のように自由に空を飛ぶけど鳥でな

い生き物は何でしょう？ 

答：コウモリです。コウモリは鳥類ではなく

哺乳類です。 

質問：アジアの森林を守るための地域協力

で，コウモリのような存在は何でしょう？ 

答：アジア森林パートナーシップ（ＡＦＰ）で

す。 

 

独立した国際機関でもなければ，国連の関

連組織でもない。かといって森林についての

議論を行うだけの仲良しクラブでもない。

アジアの森林を守るための地域協力（パート

ナーシップ）として誕生したＡＦＰはその中間

に位置していて，コウモリのようにちょっと

不思議な存在である。 

 

＜世界の森林の現状と AFPの誕生＞ 

地球の陸地面積の約 30％は森林である。森

林は，木材供給源であるとともに，生物多様

性の宝庫であり，酸素供給，温暖化緩和，水

の涵養機能等を通じて地球環境の保全に重要

な役割を果たしている。森林は人類共通の財

産であり，ヒトと森との共生・共栄は普遍的 

な課題である。 

1990年から 2000年までの 10年間で，世界

の森林面積の約 2.5％（日本の国土の約３倍）

が失われた。これは世界の３大熱帯雨林（イ

ンドネシア，コンゴ川流域，アマゾン地域）

を中心として，乱開発や違法伐採が急増し，

森林減少が深刻化したことによる。 

 

このように急速な森林減少が進むなか，

1998年５月のバーミンガム・サミットではじ

めて違法伐採問題への対処が緊急の課題とし

て G８サミットの場で取り上げられた。さら

に九州・沖縄サミット（2000年７月）以降は

我が国がリーダーシップを発揮し，森林問題，

特に違法伐採問題への取組強化を打ち出した。

そして，2002年８月のヨハネスブルグ・サミッ

ト（WSSD：持続可能な開発に関する世界首

脳会議）において我が国とインドネシア政府の

共同提案により，アジア地域における持続可能

な森林経営（Sustainable Forest Management）

を実現していくためのツールとして「アジア

森林パートナーシップ」（AFP）が誕生した。

設立の目的は，「違法伐採対策」，「森林火災予

防」，「荒廃地の復旧（植林）」の３本柱である。 

AFPの形態は「タイプ２プロジェクト」と呼

ばれているが，この「タイプ２」とは，「交渉

を伴わない，自発的な，各国政府，国際機関，

NGO，市民社会等とのパートナーシップ・イ

ニシアティブ」を意味する。これはなかなか

 
 

アジア森林パートナーシップ(ＡＦＰ)を通じた 
アジア諸国等との協力の意義 

 

岩 崎   平  

IWASAKI Taira：Significance of Mutual Understanding 

and Cooperation Among Asian Countries through 

the Asia Forest Partnership(AFP)  
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奥が深い。ターゲットを政府から国際機関，

NGO と幅広く設定し，共通の関心を有する

「パートナー」として一律に括っている点，

そこには上も下もない。「違法伐採対策」，「森

林火災予防」，「荒廃地の復旧（植林）」の３つ

のテーマに関して，共通の関心と不安を抱い

ている者同士が相互に情報交換を行い，自ら

の具体的な取組を紹介し，将来に向けての事

業計画（ワークプラン）を提案する。その

ワークプランに関心を有する者たちは，可能

な範囲で資金協力を含む何らかの協力を行う。

そういう自由なアイデア，発想，関心のマッ

チングの場，情報交換の場として AFPが誕生

した経緯がある。 
 

ＡＦＰの有用性と役割 
 

 ＡＦＰの特徴は，なんと言っても，その「柔

軟性」（flexibility）と「機動性」（speed）にあ

る。要するに，かっちりとした枠組みで固め

ないことで，いざという時に，必要な行動を

柔軟かつ迅速に取れる。フットワークが軽い。

身のこなしが早い。それが強みである。 

その理由の一つとして，正式な事務局を置

かず，国際林業研究センター（ＣＩＦＯＲ，本部

ボゴール【インドネシア】）が事務局機能を代

行していることがあげられる。綿菓子のよう

にフワッとしたやり方であり，一見ちゃんと

していないように思えるが，費用対効果や自

由度を考えると理想的な形態である。実はそ

れがＡＦＰの最大の長所である。 

 

＜柔軟性，機動性を確保するための資金負担

のあり方＞ 

2005年 11月，「第５回実施促進会合（AFP

５）」が横浜で開催され，「AFP の強化のため

の組織事項と意思決定の仕組みに関する発

表」が採択された。交渉の際，AFPの長所を

失わないために，日本政府として最も気を

遣ったのが，この「柔軟性」と「機動性」を

失わないようにするという点であった。 

組織強化と言えば，国際条約(International 

Agreement)や行政取極などでかっちりと組織

を固めてしまうやり方もあろう。しかしその

場合，条約などで決められた内容に縛られて

組織の動きが制約されてしまう。決められた

範囲内でしか動けなくなる。さらに正式に事

務局を置いて恒常的にヒトを貼り付けると人

件費が当然に必要となる。誰がその費用を恒

常的に負担するのか。いつまで続けるのか。

組織維持のためのそういうお金に関する話を

無視できなくなる。AFPは任意拠出（Voluntary 

Contribution）に基づいて実施されるパート

ナーシップである。だから誰でも自由に参加

することができるというメリットがある。任

意拠出に基づく組織であるため，人件費のよ

うな恒常的な費用については何ら支出の保証

はできない。それは避けられない。他方で，

事務局運営のためにパートナーから応分に資

金（義務的分担金）を徴収しようとすると，

先進国はともかく途上国はプロジェクトによ

る見返りや資金援助など何らかの旨味や対価

がなければお金を負担する話には絶対に乗っ

てこない。AFPは森林に関する情報交換の窓

口なのである。義務的分担金の話を持ち出し

た途端，「誰でも気軽に参加できる」という自

由は失われる。それは AFPへの参加のハード

ルを高く設定し窓口を狭くすることになり，

これまで AFP で醸成されてきた自由闊達な

情報交換，意見の表明，自由な雰囲気を損な

うことにつながる。情報交換窓口としての「活

きの良さ」が失われることになる。 
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＜ＡＦＰ５の概要と成果＞ 

2005年11月13日から15日までの３日間，

横浜市・パシフィコ横浜において，日本，イ

ンドネシア，国際林業研究センター（CIFOR）

及びザ・ネイチャー・コンサーバンシー（TNC）

の共催で「アジア森林パートナーシップ

（AFP）第５回実施促進会合」が開催された。 

今回の会合には，AFPパートナーを中心と

する 23ヵ国（日本を含む）の政府，７つの国

際機関，内外の多数の NGO（非政府組織）・

研究機関・産業界等から，合計約 150名の参

加があった。日本からは，前田林野庁長官，

西村外務省地球環境問題担当大使をはじめ，

林野庁，外務省，環境省からの出席があった。

会合の主な成果は次のとおりである。 

(1) パートナー・フォーラム（AFP の意思

決定を行う場） 

今次会合では，「AFP の強化のための組織

事項と意思決定の仕組みに関する発表」が採

択され， 

① 組織運営に関して，これまで AFP の設

立と発展を主導してきた日本，インドネシア，

CIFOR 及び TNC の４者から構成されるリー

ディング・パートナーが廃止され，代わって，

関心を有するパートナーと事務局から構成さ

れる「運営委員会」が新たに設置された。 

② 事務局の役割を明確化・強化し，CIFOR

がその情報共有部門を担当しつつ事務局を引

き続きホストすることとなった。併せて各

パートナーからの任意の人的・資金的貢献が

要請された。 

③ 採択された「AFP の強化のための組織

事項と意思決定の仕組みに関する発表」に基

づき第１回の運営委員会が開催され，日本と

インドネシアが共同議長に選任された。 

(2) パブリック・フォーラム（AFP の活動

を一般に普及広報する場） 

概要以下のような事例報告が行われた。 

① 違法伐採対策関連として，合法性と木材

の履歴システムに関する必須基準の開発，日

本政府の政府調達政策を通じた違法伐採対策，

マレーシア木材認証協議会（MTCC）による

木材認証スキーム，インドネシアの違法伐採

の現状，シベリアの環境破壊的な伐採と違法

木材貿易に関する事例報告が行われた。 

② 森林法の施行とガバナンス（FLEG）関

連として，TNCのパートナーシップ，森林の

所有形態・利用権及び関連契約の動向，良い

ガバナンスと地方分権化，カリマンタンにお

けるパートナーシップ，ITTOと FLEG，アジ

ア FLEGの現状，中国における FLEG等に関

する事例報告が行われた。 

③ これらの事例報告を踏まえ，参加者間で

活発な意見交換が行われ，関連する国際的な

プロセス等との更なる協調の必要性が確認さ

れた。 

(3) 新たなパートナーの参加表明はなかっ

たが，パプアニューギニア（PNG）が正式

参加に向け国内最終手続き中であることを

表明した。 

(4) なお，2006 年に開催が予定される次回

（第６回）の会合については，アジア地域

の関連国際会議を活用して開催する方向で，

運営委員会で今後調整されることとなった。 
 

なぜ地域間協力・国際協力が 

必要なのか？ 
 

なぜ森を守るために地域間協力・国際協力

が必要なのか。それは森が国境をまたいで存

在するトランスバウンダリーな存在だからで

ある。南米のアマゾンと一言で言っても，実

際にはブラジル，ペルー，ベネズエラ，コロ
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ンビア，ボリビアなどの複数国にまたがって

いる。アフリカ中央部のコンゴ川流域の森林

地帯も同様であり，カメルーン，中央アフリ

カ，ガボン，コンゴ共和国，コンゴ民主共和

国，赤道ギニアの６ヶ国にまたがっている。

このような森林地帯については，一つの国家

が単独で全体の保全を行うことができないた

め，近隣諸国との協力・連携が不可欠となる。 

 

＜違法伐採対策とサミット＞ 

先に述べたように，違法伐採問題への対処

が喫緊の課題として G８サミットの場ではじ

めて取り上げられたのは，1998年５月のバー

ミンガム・サミットである。事前の外相会合

で取りまとめられた「G８森林行動プログラ

ム」がサミットの場で承認され，「違法伐採と

違法伐採された木材の貿易に関する正確な情

報把握，効果的な抑制措置の検討，人材開発

等に関する協力の推進」について合意された。

さらに九州・沖縄サミット（2000年７月）で

は，日本のリーダーシップの下で「輸出及び

調達に関する慣行を含め，違法伐採に対処す

る最善の方法について検討する」決意が表明

された。 

その後，累次にわたりサミットで違法伐採

問題への対処の重要性が確認されてきたが，

2005年７月，グレンイーグルズ・サミット（英

国）で G８の首脳が合意したグレンイーグル

ズ行動計画では「違法伐採への対処は持続可

能な森林経営のための重要なステップであり，

木材生産国及び消費国双方からの行動が必要

である」ことが確認された。小泉総理はグレ

ンイーグルズ・サミットにおいて「政府調達，

行動規範の策定，生産国支援，G８森林行動

プログラムのフォローアップを通じて違法伐

採対策に取り組みます」と決意を述べており，

サミットのフォローアップの観点からも，我

が国として今後違法伐採対策への貢献を増強

していく必要がある。 

 

＜具体的な取組＞ 

（二国間協力） 

特徴的な事例として，2003年６月にメガワ

ティ大統領が訪日した際に発表された「日イ

ンドネシア違法伐採対策協力」があげられる。

英国とインドネシアの共同調査によると，イ

ンドネシアでは国内で生産される木材の

50％以上が違法伐採木材とされている他，我

が国がインドネシアで生産される合板の主要

輸出先であることから，両国間での協力が必

要とされたものである。「日インドネシア違法

伐採対策協力」は「共同発表」と「アクショ

ンプラン」の両者から構成されており，前者

で理念・対象分野を謳い，後者で具体的な取

組に言及されている。現在，①合法性確認シ

ステムの開発，②衛星データを用いた森林の

現状調査や森林伐採状況の把握，③人材育成

等が実施されている。 

 

（地域間協力） 

ここに AFPが位置付けられる。現在，AFP

は政府（17ヶ国），国際機関（８機関），NGO・

市民社会（９組織）の合計 34のパートナーで

構成されている。AFPでこれまで実施されて

きたワークプランでは，代表的な例として以

下のものがある。 

①「Forest Partnership－カリマンタン地域

から世界市場への発信」 

分野：違法伐採対策 

提案・実施：Tropenbos,WWF-International 

ドナー・金額：200万ユーロ（オランダ） 

目的：森林に関するガバナンスの向上によ
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り，持続可能な開発に関する政策の策定と地

域住民の生活向上を図る。また，インドネシ

ア，マレーシアにおいて合法的な木材に対す

る市場の需要を高めるとともに，林業従事者

の人材育成を図る。 

②「Customs－アジア地域の木材輸出国及

び輸入国の税関等関係当局間の協力」 

分野：違法伐採対策 

提案･実施:ザ･ネイチャー･コンサーバンシー (TNC) 

ドナー・金額：10万ドル（TNCの自己資金） 

目的：インドネシア，マレーシア，中国，

日本，韓国等の主要木材貿易国間で，木材の

輸出入データの共有，違法伐採の輸出入に関

する法制度についての情報交換とこれら法制

度の今後のあり方に関する意見交換などを行

うもの。これにより，例えば日本・インドネ

シアの二国間で違法伐採対策協力を進めるに

あたり，マレーシア等を迂回して我が国に輸

出される木材の流れについても将来的に把

握・監視できるようになることが期待される。 

③「Legality－木材の合法性を検証・確認す

るためのガイドラインの作成」 

分野：違法伐採対策 

提案･実施：日本【外務省】･国際林業研究

センター（CIFOR） 

ドナー・金額：５万ドル（日本【外務省】） 

目的：木材生産国と消費国双方の NGO や

木材業界が中心となり，国際的に受け入れ可

能な木材の合法性の基準を明確化するととも

に，これに基づき，各国の政府や NGO，地域

住民，木材業界，消費者等の関係者が合法性

の検証・確認のプロセスにどのように関わる

べきか等のガイドラインの作成を行うもの。

これにより，我が国をはじめとする木材消費

国が生産国に対して求めていくべき木材の合

法性の内容が明確になり，生産国が明確な目

標をもって効率的に取組を進めることができ

るようになる他，各種森林・木材認証の認証

基準にも反映させることが期待できる。 

④「AFPの優先分野との関係におけるガバ

ナンスと地方分権」 

分野：違法伐採対策，森林火災予防，荒廃

地の復旧 

提案・実施：スイス，インドネシア 

ドナー・金額：11万ドル（スイス，英国） 

目的：多くの国で林業の地方分権化が進め

られているが，その進展の度合いはさまざま

である。FAO，UNFF，ITTO等において「ガ

バナンスと地方分権」に関する各種のワーク

ショップが開催されているが，それらの経

験・成果を調査研究し，AFPの優先的な分野

である「違法伐採対策」，「森林火災予防」，

「荒廃地の復旧（植林）」との関連でガバナ

ンスの向上と地方分権化を今後如何に進めて

いくのが効果的であるか検討する。 

⑤「REAHAB－森林修復プロジェクトの再

評価」 

分野：荒廃地の復旧 

提案・実施：国際林業研究センター(CIFOR) 

目的：過去の荒廃地復旧に関する研究やプ

ロジェクトの成果を検証し，再度，どのよう

な成果や可能性があるのかを明らかにするこ

とで，経過や成果に関する情報を共有し，今

後のプロジェクトの効果的な実施に役立てる

もの。 

 

以上のように，AFPではパートナーから提

案された具体的なワークプランに関する協力

を行うことで，アジア地域における「違法伐

採対策（合法性基準の明確化，木材輸出入

データの共有，違法木材の輸出入に関する法

制度の研究）」や「荒廃地復旧に関する研究」
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などに取り組んでいるところである。 

AFP以外の地域間協力としては，2002年８

月のヨハネスブルグ・サミットの際に米国の

パウエル元国務長官のイニシアティブに基づ

いて発足した「コンゴ川流域森林パートナー

シップ」（CBFP）がある。これはアフリカの

コンゴ川流域６ヶ国（カメルーン，中央アフ

リカ，ガボン，コンゴ共和国，コンゴ民主共

和国，赤道ギニア）を対象としている。AFP

と同様にタイプ２の取組であり，森林保全，

開発促進，貧困削減，国立公園の保護等を目

的としている。設立の際，米国，フランスが

主導的な役割を果たし，我が国政府もパート

ナーとして参加している。 

 

（多国間協力） 

代表的な事例として，国際熱帯木材機関

（ITTO）を通じた協力があげられる。ITTO

は，我が国（横浜）に本部を有する国際機関

であり，熱帯木材生産国（33ヶ国）と消費国

（26 ヶ国）の合計 59 ヶ国が加盟している。

世界に広がる違法伐採問題への効果的な対処

のためには，国際機関の有する専門的な知見

を積極的に活用しつつ，国際機関を通じた国

際連携に基づく総合的な取組を推進すること

が有効な手段であるが，この ITTO の活動を

AFPの優先分野（違法伐採対策，森林火災予

防，荒廃地の復旧）にリンクさせ，連携を図

っていくことが極めて効果的・効率的な方法

であると考えられる。特に，ITTO の場合，

年間約 1,500 万ドルのプロジェクトを実施し

ており，インドネシアやブラジル，コンゴ共

和国，中国等の各加盟国から要請される植林，

荒廃地の復旧，森林法の整備，統計整備，人

材育成等の具体的なプロジェクトをきめ細か

くかつ幅広く実施している点で，熱帯林の減

少・劣化に対抗できる世界で唯一の実践的な

国際機関であると言える。 

2001年 11月の第 31回 ITTO理事会では「持

続可能な森林生産・貿易と森林法の施行」に

関する決議（決議６）が採択され，11ヶ国（ボ

リビア，ブラジル，中国，コンゴ共和国，イ

ンドネシア，日本，マレーシア，PNG，タイ，

英国，米国）において違法伐採木材の制御を

目的とした熱帯木材輸出入データの乖離調査

が実施されている。我が国は，2005年６月の

第 38回 ITTO理事会（コンゴ共和国）におい

て，我が国が違法伐採問題への対処を極めて

重視している明確な立場を表明し，生産国に

よる違法伐採関連プロジェクトの積極的な発

掘・形成を強く呼びかけた。また，第 39回理

事会（2005年 11月，横浜）では，ITTO2 か

年事業計画（2006～07年）を作成し，違法伐

採関連として，「森林法の施行に関するケー

ス・スタディーの研究」，「熱帯木材輸出入

データの収集・分析による乖離調査の継続」，

「地域 FLEG（森林法の施行とガバナンス）

との協調によるワークショップの開催」，

「FAO との共催による森林法施行に関する

ベスト・プラクティスの紹介」，「木材輸出

の合法性を実証するためのシステムの開発」

等の具体的活動を盛り込んだ。 

 

AFPを通じたアジア諸国等との 

協力の意義 

 

 AFPを通じたアジア諸国等との協力の意義

はどこに見いだせるだろうか？ 

以下の地理的な意義，経済的な意義，政治的

な意義の３つが考えられる。 

(1) 地理的な意義 

 先述のとおり，森は国境をまたいで存在す
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るトランスバウンダリーな存在である。政策

や法律は自国の主権の範囲内にしか及ばない。

例えば，森林火災が発生した場合，火事は国

境と関係なく燃え広がっていく。関係国が共

同で対処することが不可欠となる。だから隣

接する国々との協力を行うことが大切である。

近隣諸国と政策協調，森林法の整合性を図り，

行動計画を策定することは大事な課題である。

AFPはこのような政策協調，森林法の整合性

を確保していくための情報交換の場として極

めて有用なツールであるといえる。 

 

(2) 経済的な意義 

 違法伐採を野放しにして森林資源を食い尽

くしてはいけない。はげ山にして森林資源を

枯渇させてしまえば，それで終わりである。

キーワードは「持続可能な経営」（sustainable 

management）と「持続可能な利用」（sustainable 

use）である。売ってお金になるから木材を伐

採するし，売ってお金になるから木を植えよ

うというインセンティブが生まれる。これは

利用と保全のサイクルとして循環する。他方

で，違法伐採とは，持続しない森林の利用形

態であり，森林資源の食いつぶしにつながる

行為である。これは循環をもたらさない。 

我が国は「違法に伐採された木材は使用し

ない」（政府調達からの違法材の排除）を基本

的立場として国内外に宣言しているが，これ

はアナウンスメント効果として大きな意味を

持っている。木材消費国が行うべき行動は，

違法材を売買するマーケットがないような仕

組みをつくることである。違法材を買ってく

れるマーケットをなくすことで，違法材を売

る側を商売あがったりにしてしまう。悪い循

環を断つ有効な方法である。需要と供給の問

題であり，タマゴが先かニワトリが先かの問

題である。AFPでは，ワークプランの提案と

資金協力を通じて，各国の税関審査体制の強

化，木材貿易の監視，違法木材をマーケット

に入れない仕組み作りを構築していくことが

できる。 

  

(3) 政治的な意義 

合法か違法かはその国の法律の範囲内にあ

るか否かで判断される。森林法も然りである。

違法伐採か否かは，その国の森林法の範囲内

にあるか否かで判断される。現在，森林法の

内容は各国によって差異があるため，何が違

法伐採なのかの基準も各国によって差異があ

る。それが実態である。 

違法伐採の根底にあるのは貧困と汚職であ

る。一般に，違法伐採問題は，マフィアによ

る大規模な商業取引に起因するケースが多い

とされているが，その手先として働く人々は

他に生活の糧がなくてやむなく家族のために

違法行為に手を染めているケースが多い。ま

た現地の林業関係の公務員が賄賂をもらって

それを幇助する仕組みがある。これらの構造

的な問題を解決するためには，現地住民や公

務員の汚職・腐敗防止のための教育（人材育

成）だけでは足りず，現地住民を植林や育種

事業に参加させるなど具体的な仕事と収入を

与えることが不可欠である。それらの事業に

従事させることによって“森を育てる”，“森

を守る”という意識の啓蒙・教育効果も同時

に期待できる。違法伐採の問題に触れること

は，生産国にとっては痛い腹（貧困，汚職等

の負の内政問題）を探られることに等しいた

め，総じてネガティブな反応が見受けられる。

ゆえに，グレンイーグルズ・サミットでの「木

材生産国及び消費国双方からの行動が必要で

ある」との見解は大きな意味がある。植林や
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育種等の林業関係プロジェクトを実施するた

めにはお金がかかる。違法伐採問題の根絶の

ためには，消費国側が政治的なモメンタムを

もって資金協力を行うことが必要であり，同

時に生産国側の政府や国民の理解と協力を得

ていくことが不可欠である。AFPでは，ワー

クプランの提案と資金協力を通じて，このよ

うな地域住民の貧困対策に資する林業関係プ

ロジェクトを実施していくことができる。 
 

願い－次のステップに向けて－ 
 

2002 年８月末に誕生した AFP は時限的に

５年間の有効期間が設定されているため，

2007 年８月までにはその任務を終了したと

見なして解消するか，任務を継続していくか

の最終判断を迫られることになる。AFPの任

務・役割を考えると５年程度で終了できる代

物ではないし，アジアで違法伐採が根絶され

るまでは維持すべき組織であると考える。 

これまで述べたように，森林の保全と持続

可能な利用は国家が単独で解決を図れる問題 

ではなく，地域的な協力，国際的な協力を必

要とする。地球を守りながら経済的な利益を

確保するという各国共通の利益を実現するた

めには，二国間協力，地域間協力，多国間協

力を多様に組み合わせ，アジア諸国間での政

策協調や法制度の整合性を確保していくこと

が大切である。日本－AFP－ITTOが連携する

ことで相乗効果も期待できる。自由度の高い

AFPであるからこそアジアにおける二国間協

力と多国間協力をつなぐ架け橋になれる。そ

のような観点から，AFPがアジアを代表する

地域協力の枠組みとしてこれからも存続し，

フットワークが軽いパートナーシップ，鳥の

ように自由にはばたくパートナーシップとし

て発展していくことを願っている。 

 

（筆者は，外務省国際社会協力部地球環境課

事務官であり，本稿の内容は全て個人的な

見解であることを申し添える） 

 

（外務省国際社会協力部地球環境課） 



特集：アジア森林パートナーシップ 
－関係国，国際機関，NGO 等の協力によるアジアにおける森林再生・保全への取組－ 
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はじめに 
 

 森林は，木材の生産，国土の保全，生物多

様性の維持，水源の涵養，地球温暖化の緩和

など多面的な機能により人類の福祉に裨益す

るものであり，その減少・劣化を防止するた

め，各国政府のみならず国際機関，市民団体

が幅広く関与する地域間協力がより一層重要

な位置を占めつつある。 

 特に，海外における森林の違法な伐採につ

いては，世界の森林減少(1)の原因の一つであ

るとともに，持続可能な森林経営の前提であ

る森林関係法令の適切な施行や計画的・総合

的な森林管理を著しく阻害するものと考えら

れており，伐採が行われている国のみならず

当該木材を輸入している国をも含めて国際社

会が共同して対応すべき地球的規模の課題(2)

であると認識されている。(3) 

 本稿は，違法伐採の概念等を導入として略

述した後，我が国が参画する地域間協力の一

つであるアジア森林パートナーシップ（Asia 

Forest Partnership:ＡＦＰ）について，その設立

経緯や開催実績などとともに違法伐採問題が

どのように位置づけられてきたかを紹介する

ことにより，ＡＦＰが違法伐採対策の分野にお

いて果たす役割や意義などについて記述を行

うものである。 

 

違法伐採の概要 
 

 違法伐採の定義については，現時点におい

て，国際的にも明確に確立されたものはない

が，一般的には，「それぞれの国の法令に違反

して行われる森林の伐採」であると解されて

いる。国内法を執行し，これに違反する行為

を取り締まることは第一義的には主権国家た

る当該国政府の責任において行われるべきこ

とであるから，違法伐採問題も本来的には当

該伐採が行われている国が責任をもって対処

すべき問題であるとも考えられるが，他方，木

材輸入国が潜在的に違法伐採を助長している

側面もあることなどから，前述したように木材

生産国及び消費国双方の行動が必要であると

の認識が国際社会において醸成されつつある。 

 違法伐採の実態については，これを正確に

把握することは困難であるが，例えば，我が

国の合板製品の主要な輸入先の一つであるイ

 
 

アジア森林パートナーシップと違法伐採対策 
 

小林真一郎
1)
  

鈴木 憲一
2)
  

KOBAYASHI Shinichiro and SUZUKI Keiich:Asia Forest 

Partnership and Measures against Illegal Logging 

(1) 国連食糧農業機関（ＦＡＯ）の「Global Forests 

Resources Assessment ２００５」によると，世界の

森林面積は約 39億５千万 haで，陸地面積の３０％

を占めているが，2000年から 2005年までの間に，

年平均では我が国の国土面積の約２割に相当す

る約 730万 haの割合で森林が減少している。そ

の原因は専ら，開発途上地域における過剰な伐採

や違法伐採，農地化，森林火災などであるとされ

ており，二酸化炭素吸収源としての役割をも有す

る森林の減少は，温暖化防止の観点からも，国際

社会が共同して取り組むべき地球的規模の課題

であると考えられる。 
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ンドネシアについては，英国政府と同国政府

の合同調査によると，同国で生産される木材

の 50％以上が違法に伐採されたものである

とされているほか，その他の世界各地域にお

いても違法な伐採がなされている旨の指摘が

環境 NGO等によりなされている。 

 我が国は，「違法に伐採された木材は使用し

ない」という基本的考え方に基づいて違法伐

採対策に取り組んできており，具体的には，

二国間協力(4) や地域間協力，多国間協力(5) を

通じて，衛星データ等を用いた違法伐採木材

の把握や追跡システムの開発に取り組むとと

もに，このための技術開発を進めてきたとこ

ろである。 
 

設立の背景事情としての違法伐採問題 
 

 ＡＦＰは，アジア地域の持続可能な森林経

営の促進を目的として，アジア諸国（主に

ASEAN諸国），協力供与国（ドナー国），国際

機関，NGO等が違法伐採対策や森林火災予防，

荒廃地復旧・再植林などこの地域の森林・林

業の諸課題について，意見交換や情報の収

集・発信を行うことにより，パートナー間に

おける情報と経験の共有化を図るための自発

的な協力の枠組みとして位置づけられており，

その設立までの過程においても，違法伐採問

題を含む森林に関する諸課題に対する国際社

会の意識の高まりを見ることができ，その概

要は次のとおりである。 

平成４年（1992年），リオ・デ・ジャネイ

ロ（ブラジル）で開催された「国連環境開発

会議（UNCED）」（地球サミット）において，

持続可能な森林経営に関する原則を定めた

「森林原則声明」と持続可能な開発のための

行動計画である「アジェンダ 21」が採択され

た。森林問題は地球環境問題であるとの認識

から，持続可能な森林経営の推進に向けて国

際社会が一体となって取り組むことが求めら

れるようになり，この地球サミット以降，国

連の場をはじめとして，様々な国際会議が開

催されるようになるなど，国際的な取組・協

力が進められてきた(6)。 

 このような中で，地球サミットから 10年目

の節目となる平成 14年（2002年）に，ヨハ

ネスブルグ（南アフリカ）において，「持続可

能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）」（通

称：ヨハネスブルグサミット）が開催され(7)，

(2) 平成 17年(2005年)７月に開催されたＧ８グレン
イーグルズサミットの採択文書「行動計画－気候変

動，クリーンエネルギー，持続可能な開発－」に

おいても，違法伐採に取り組むことが森林の持続

可能な森林経営に向けた重要な一歩(an important 

step towards the sustainable management of forests)

であり，この問題に効果的に対処するために木材

生産国及び消費国双方の行動 (action from both 

timber producing and timber consuming country)が

必要である旨の認識が示されている。 
(3) また，森林の保続培養は，森林資源の単なる静

的な現状維持や滅失・毀損の未然防止のみによっ

て達成されるものではなく，能動的に作為を加え

ることによって，具体的には，例えば，木材の利

用を推進し林業生産活動の活性化を図り，森林の

適切な整備を行うことなどと相俟って達成され

るものであることにも留意すべきであると考え

られる。 

(4) 我が国は，平成 15年（2003年）６月にインド

ネシアとの間において，違法伐採対策のための協

力に関する「共同発表」及び「アクションプラン」

を策定しており，現在，これらに沿って，両国間

で協議しつつ，木材トレーサビリティ技術の開発

などを進めているところである。 
(5) 国際熱帯木材機関（ITTO）は，国際熱帯木材協

定（ITTA）に基づき，昭和 61年（1986年）に熱

帯木材の利用と熱帯林の保全の両立を目標に設

立され，我が国は本部（横浜市）が所在する国と

して，設立以来主導的な役割を果たしてきてお

り，近年においては，持続可能な森林経営の促進

を目的としたプロジェクトや違法伐採対策等の

プロジェクトに資金を拠出している。 
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持続可能な開発を進める指針となる「実施計

画」(8)とその実現に向けた各国首脳の決意を

示す｢持続可能な開発に関するヨハネスブル

グ宣言｣が採択された｡ 

 このサミットの森林分野における成果とし

て，アジア地域の持続可能な森林経営を推進

するため，我が国とインドネシア政府の提唱

により，AFPが発足した。 
 

違法伐採対策に関する議論 
 

AFP実施促進会合は，平成 14年（2002年）

の第１回以降，概ね年１回開催されており，

具体的には，各パートナーの作業計画実施状

況の報告，新たな作業計画の提案，関連した

取組の紹介などが行われている。これまでに

開催された会合における議論のうち，違法伐

採対策に関するものを整理して示すと概ね次 

のとおりであり，回を重ねるごとに意見交換

の議題が具体的なものとなるとともに，その

内容が質的にも深化したものとなっているよ

うに思える。 

第１回実施促進会合は，平成 14年（2002

年）11月に東京において開催され，各パート

ナーの違法伐採対策に関する取組についての

情報交換を引き続き緊密に行っていくことと

されたほか，同問題の複雑な側面も指摘され，

解決のためには貧困等への対処をも含む全般

的な取組が必要であることが指摘された。 

 第２回実施促進会合は，平成 15 年（2003

年）７月にインドネシアにおいて開催され，

「違法伐採対策」「森林火災予防」，「荒廃地の

復旧と再植林」の３つの作業グループに分か

れて意見交換が行われるとともに，各分野毎

に AFP として優先的に取り組むべき具体的

行動について議論が行われた。 

 第３回実施促進会合は，平成 15 年（2003

年）11 月に日本において開催され，「合法性

の基準の明確化，木材追跡及び生産・加工・

流通過程の管理システム，合法性確認システ

ムの開発」，「違法伐採対策分野における既存

の地域イニシアチブ及び二国間合意・発表等

 

(6) 例えば，違法伐採を含む５分野を対象とする

「Ｇ８森林行動プログラム」が平成９年（1997

年）のＧ８デンバーサミットにおいてその作成に

ついて合意され，翌平成 10年（1998年）に策定

された。平成 14年（2002年）には，カナダで開

催されたＧ８外相において「Ｇ８森林行動プログ

ラムに関する最終報告書」が提出・公表された。

その内容は，５分野についてＧ８各国の実施状況

をレビューするとともに，各国が，違法伐採対策

（人材育成や技術移転，貿易面での行動，森林法

規・行政面での取組支援）の強化などにコミット

することを表明するものである。 
(7) 平成 14年（2002年）７月に東京において「アジア

森林パートナーシップ政府間準備会合」が開催さ

れ，ヨハネスブルク・サミットに向けた関連文書が

作成された。また，同準備会合終了後，「アジア

森林パートナーシップに関する国際会議」が開催

され，各国政府関係者，国際機関に加え，日本内

外の NGOや産業界からの参加を得て，違法伐採

対策をはじめとする取組事例の報告・意見交換が

行われ，木材輸出国のみならず木材輸入国も責任

をもつ必要性等が議論された。 

(8) ｢持続可能な開発に関する世界首脳会議実施計

画」においては，違法伐採に関連する記述として，

｢国際社会からの支持を得つつ，国内の森林法規

の実行と森林の生物資源を含む林産物の違法な

国際貿易について早急な行動を起こし  (Take 
immediate action on domestic forest law enforcement 

and illegal international trade in forest products)，こ
れらの分野の国内法制度の実行に関連する人材

面及び制度面のキャパシティービルディングを

提供すること」や「持続可能な伐採を実現するた

め(to achieve sustainable timber harvesting)の手段

を普及・促進し，円滑化し，資金の供給及び環境

上適正な技術の移転と開発を促進するための，国

及び国際レベルで早急な行動を起こすことで，持

続可能でない森林に対処すること (address 

unsustainable timber-harvesting practices)｣等が記

載されている(同宣言 45(c)及び(d))｡ 
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との協力・連携の強化」など様々な作業計画

案が提示・検討された。 

 第４回実施促進会合は，平成 16 年（2004

年）12月に日本において開催され，３つの優

先取組分野に共通する課題である「良いガバ

ナンスの確立」などについて意見交換が行わ

れるとともに，「信頼できる合法性確認システ

ムの構築」などについて，関心を有するパー

トナーが協力して実施していくこととされた。 

第５回実施促進会合は，平成 17年 11月に

日本において開催され，事例報告として，「合

法性と木材の履歴システムに関する必須基準

の開発」，「マレーシア木材認証協議会による

木材認証スキーム」，「インドネシアの違法伐

採の現状」などが報告され，我が国からは政

府調達における違法伐採対策(9) について説明

を実施した。 
 

おわりに 
 

 世界規模での持続可能な森林経営を達成す

るためには，冒頭にも述べたように，まず各

国において森林関係法令が遵守されるととも

に森林が計画的・総合的に管理されることが

必要であり，これを阻害する違法伐採につい

て，各国の森林・林業政策所管部局が意見交

換を行い情報や知見の共有化を図ることは極

めて有用なことである。 

 他方，森林資源を含めた天然資源をどのよ

うに利活用するかについては，原則としては，

当該資源の存する各国政府・国民の意思に委

ねられており，違法伐採対策を国際協調の下

で効果的に推進するためには，この領域主権

との緊張関係を念頭に置きつつ両者の適切な

調和を図ることが重要であり(10)，この意味に

おいて，AFPが自発的な協力の枠組として機

能していることは，違法伐採問題のこのよう

な性格を反映した適当なものであると考えら

れる。 

 二酸化炭素吸収源である森林の滅失・毀損

を未然防止することは温暖化の防止という地

球環境問題(11) の観点からも重要な課題であ

り，木材の約８割を海外から輸入する世界有

数の木材輸入国である我が国は，国際社会の

一員としての責務を果たすため，ＡＦＰなど

の地域間協力を，二国間・多国間の協力や今

後導入予定の政府調達政策などと有機的に組

み合わせ，今後とも違法伐採問題に主体的か

つ積極的に取り組み，解決に向けた良好な国

 

(9) 平成 17年（2005年）７月のグレンイーグルズ
サミットにおける議論を踏まえ，我が国は「グリ

ーン購入法」により，政府調達の対象となる木

材・木製品を合法性・持続可能性が証明されたも

のとする措置の導入を表明した。これを受け林野

庁は，木材・木材製品の供給者が，合法性や持続

可能性の証明に取り組むに当たって留意すべき

事項等を「木材・木材製品の合法性，持続可能性

の証明のためのガイドライン」としてとりまと

め，平成 18年（2006年）２月 15日付けで関係
団体，都道府県等宛に通知した。 

(10) 例えば，平成 17年（2005年）11月にロシアの

サンクトペテルブルクで開催された「森林法施行

及びガバナンスに関する欧州・北アジア閣僚会合

（ENA-FLEG）」の閣僚宣言においても，「各国が

持続可能な森林管理及び森林法の施行に責任を

有し，良好なガバナンス及び法の施行が持続可能

な森林管理のために不可欠である(that countries 

are responsible for sustainability managing their 

forests and enforcing their forest laws and that good 

governance and law enforcement are prerequisites of 

sustainable forest management)」旨の認識を示しつ

つも，「全ての国は，自らの政策目標に基づき自

国の森林資源を管理し利用する権利を持ち，森林

法の施行とガバナンスは各国にとって国内問題

である(all countries have the sovereign right to 
manage and utilize their forest resources to meet 

their national policy objectives, and that forest law 

enforcement and governance are internal matters for 
each country)」旨が併記されている。 
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際環境の整備に務めていく必要があるものと

思われる。 

 

注）本稿中，意見に亘る部分については，執

筆者の私的な見解であり，日本国政府の立場

とは何ら関係ないものであることを念のため

付言します。 
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はじめに 
 

2005 年 11 月に横浜で開催された第 5 回

AFP実施促進会合において，AFPの組織体制

および意志決定事項に対する合意がなされ，

AFP情報交換事務局の任を負っていた国際林

業研究センター (Center for International 

Forestry Research, CIFOR) が引き続きAFP事

務局の任を負うこととなった（宮薗, 2006)。

ほとんどの読者にとって，「情報交換事務局」

と「事務局」の違いは理解しがたいものと思

われる。しかし研究機関である CIFORにとっ

て，大きな違いがあった。AFP事務局の果た

すべき役割についてパートナー間で合意がな

され，それが研究機関としての CIFORが果た

すべき役割を超えないことが確認されたこと

により，CIFORは「事務局」になり得たので

ある。そしてそれは，AFP 発足直前の 2002

年 7月から 2005年 4月に任期を終えて森林総

研に帰任するまでの間，CIFOR研究員として

AFPに対応してきた筆者にとって，半年の延

長戦を経てたどりついた１つのくぎりであっ

た。 

 本稿では，まず CIFORという組織の概要と

活動目的について紹介する。続いて，AFP発

足前後，パートナーが AFPそのものと重点的

に取組むべき課題について議論していた段階，

情報を共有しながら作業計画を協同で実施す

る段階の順に AFP の進捗を説明し，CIFOR

が果たしてきた役割について述べる。最後に，

「AFPは会議を繰り返しているだけではない

のか。」という一部の人からの批判に対する反

論を述べさせていただく。なお，本稿の内容

には個人的な解釈と見解が含まれているため，

必ずしも AFP もしくは CIFOR を代表するも

のではない。AFPに関する正規の記録と概要

については，文末にしめしたウェブサイトと

文献を参照されたい。 
 

CIFORの概要 
 

 CIFORは，森林を保全し持続的に利用する

こと，特に熱帯林に依存して暮らしている

人々の生活を改善することを目的とした研究

を行う国際機関である。1992年にリオデジャ

ネイロで開催された国連環境開発会議（地球

サミット）において，森林保全と地域社会の

生活向上にむけた社会的な理解と適切な政策

策定の基礎となる研究の重要性が提言された。

この提言を受け，各国政府，国際機関や地域

の機関，民間財団などが集まって形成された

戦略的な連合体である国際農業研究協議グ

ループ（Consultative Group of International 

Agricultural Research: CGIAR）傘下の研究機関

として，1993 年に CIFOR は設立された。

CGIAR は，1970 年代初めに設立され，2006

年現在 15の国際研究機関を擁している。発展
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途上国における食料の安全保障，貧困撲滅，

天然資源保全管理の促進を目的に，公共の利

益への科学的貢献をキーワードに，最先端の

研究・技術開発を行っている（内宮，2003）。 

 CIFORは，インドネシアのボゴール市に本

部をおき，ブルキナファソ，カメルーン，ジ

ンバブエ，ブラジルに地域研究センターを持

つ。世界の 20数カ国からきた 50人を超える

国際研究員を含め，約 180人の職員が，熱帯・

亜熱帯地域の 30数カ国において，政府，国公

立の森林研究機関，大学，環境保全団体，開

発機関，民間企業，非政府組織（NGO），お

よび他の CGIAR 研究機関と協力して研究を

行っている。CIFORの活動方針は，世界各国

から選ばれた専門家による国際理事会によっ

て評価・決定され，その活動は 50を超える国

際機関，国家，民間財団等からの資金によっ

て実施されている。 

 CIFOR は，「森林資源を貧しい人々の生活

向上に役立たせる」ことを目的とした研究を

実施している。CIFOR にとって研究とは，

「人々の生活と森林の現状が改善されるよう

になること，貧しい人々とその組織がより効

果的に自らの望む生活レベルに到達する能力

を修得するための支援であり，目的というよ

りもむしろ，より良い未来をもたらすための

手段」である (CIFOR, 2002)。 

 CIFOR の目標は，研究成果が人に伝わり，

活用されてはじめて達成する。このため質の

高い研究を実施するだけでなく，その成果を

積極的に普及するための活動が必要である。

発展途上国の人達との共同研究の実施，能力

開発およびそのための機会提供，地域的・国

際的なパートナーシップを通じた研究成果の

普及は，それぞれに重要な CIFORの活動であ

る。CIFORは，様々な国の組織・研究機関な

どと共同研究をおこなうことで，既存の知識

および研究成果の共有と普及，また発展途上

国の組織や研究機関の能力向上を支援してい

る。 

 上述のように CIFORは，国際的もしくは地

域的なネットワークやパートナーシップに研

究情報の提供により参画し，国際的および地

域的な取り組みの進捗に貢献してきた。ただ

し CIFOR自体が，森林政策を決定したり，特

定の事業を実施したりすることはない。

CIFORはあくまでも，研究を通じてより良い

森林政策の立案や森林関連事業の効率的な推

進を支援する機関なのである。 

 

AFP発足前後，CIFORが果たそうとし

た役割 

 

 2002 年５月にバリで開催された地球サミ

ット準備会合において，日本の朝海地球環境

問題担当大使とプラコサ・インドネシア林業

大臣との間で AFP を形成することに合意が

なされた。CIFOR の AFP への参画は，朝海

大使が AFP の発足に向けた講演をおこなっ

た際，座長を務めていた CIFOR所長が参加の

意を表明したことに端を発する。 

 同年７月中旬，７月 31日に開催される AFP

準備会合への参加要請が日本国外務省から

CIFORに届いた。それと並行して，CGIAR事

務局および世界銀行からも CIFOR は AFP に

積極的に協力するべきという助言があった。

この準備会合では，午前中の会議においてヨ

ハネスブルグサミットで AFP を登録するた

めの文書が各国政府代表により確定された。

また公開で行われた午後の会議には，各国政

府関係者，国際機関に加え，日本内外の NGO

や産業界が参加し，「植林を含む荒廃地の復旧
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と森林火災予防」，「違法伐採対策」について

の取組事例が報告された。 

 森林火災や違法伐採のような国境を越える

森林問題を解決するには，先進国と発展途上

国（熱帯諸国）がともに協力して，問題に取

組むことが重要である。CIFORは，AFPが先

進国と発展途上国が協力して森林問題に取組

んだ先例となるという期待のもと，AFPに参

画することを決定した。AFPが取り組むこと

とした，違法伐採，森林火災，荒廃地の復旧・

植林という３つの重要課題，パートナーの能

力向上，良いガバナンスおよび効果的な森林

経営のための森林法の施行促進という２つの

分野横断的活動は，そのそれぞれが CIFOR

の重要な研究課題であった。また AFPへの参

画を表明した国家，国際機関，NGO等と共同

研究をすでに実施していたことが，CIFORの

AFPへの参画を決定づけた。 

 2002年 8月，ヨハネスブルグで開催された

「持続可能な開発に関する世界首脳会議」に

おいて，日本，インドネシア，CIFORおよび

国際環境 NGO のザ・ネイチャー・コンサー

バンシー(The Nature Conservancy, TNC)を主

要パートナーとする AFP が正式に発足した。

AFPという新しい取り組みに対して，CIFOR

が果たそうとした役割は，AFPのパートナー

やその他の関係者に，正確で重要な最新の情

報を提供するというものであった。このよう

な経緯により，2002 年 11 月に東京で開催さ

れた第 1回 AFP実施促進会合において，当面

は CIFOR が主要パートナーとしてパートナ

ー間の情報共有と連絡に関する事務局機能を

担うという合意がなされた。そして，CIFOR

で日本国政府との連絡を担当していた筆者が，

Focal Point（連絡担当者）AFPに関する情報

交換・連絡業務も担当することになった。 

 

AFP そのものと重点的課題に関する

議論の段階 
 

 AFPの特徴は，パートナーの自発的な協力

により，進行中の事業や活動の重複を減らし

相乗効果を高めることで，それぞれの取組み

の効果的な促進を目指しているところにある。

しかし，大半のパートナーがこのような認識

をもつのは，2003年 7月にインドネシアのジ

ョクジャカルタで開催された第２回 AFP 実

施促進会合以降のことである。事実，第２回

会合で，多くの出席者に共通の疑問は，「AFP

とは何か？」，「日本をはじめとするドナー国

は AFPにいくら出資するのか？」であった。 

 このような疑問に答えたのは，AFPはパー

トナーが協調して具体的な活動を起こしてい

くことを目指す枠組みであるべきこと，全て

のパートナーは対等であり，それぞれが互い

の立場や考え方を尊重しつつ応分の責任をも

って自主的に参加すべきことを，活用可能な

あらゆる資金を活用すべきであること，各

パートナーの参加の態様はそれぞれの関心

事項や関心度合，投入できる資源などに応じ

て様々でありうることなど，AFPの基本的な

考え方に関する林野庁の今泉氏による発表

（今泉，2002）と，様々な質問に対する同氏

の真摯な応答であった。なかでも「先進諸国

のパートナーが率先して AFP の活動資金を

拠出すべき。」という意見に対する，「たとえ

て言うなら AFPは，誰か一人がみんなにご馳

走をふるまう晩餐会ではなく，それぞれが自

慢の料理を持ち寄って楽しむ食事会のような

もの。ピクニックでお昼のお弁当のおかずを

交換して楽しむようなイメージである。」との

答えには，心の中で拍手喝采した。 

 筆者は，第２回会合に先駆け，上述の基本
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的な考え方を含め AFP に関連する資料を出

席予定者全員に送付していた。そのため，会

議の場において上で述べたような疑問が繰り

返し発せられたことに少なからず失望してい

た。しかし，参加者の合意に基づいた協調関

係の構築には，資料を送付するだけでは不十

分で，会議の場での丁寧な説明と質問に対す

る真摯な回答の繰り返しが必要であると学ぶ

ことができた。 

 第２回 AFP会合までは，AFPは独自の新し

い活動を実施すべきという意見が少なからず

あった。そのような意見に対して筆者は，ま

ず既存の活動に関する情報を共有すべきとい

う意見を返し続けた。それは，主として次の

２つの理由による。１つめの理由は，過去に

実施されたものおよび実施中の活動に関する

情報無しに，ある活動を新しいと認知するこ

となどできないためである。２つめは，進行

中の活動を強化する方が新しい活動を始める

よりも現実的かつ効率的な可能性が高いため

である。この背景には，第１回第 2回会合の

それぞれで違法伐採対策，森林火災対策，荒

廃地の修復という AFP の重要課題に関連し

た既存の取組みについての発表がなされて

きたにも関わらず，相互協力を検討すること

なく「新しい活動，新しい活動」と繰り返す

一部パートナーに対する反発もあった。「新

しい活動」という言葉は筆者の耳には，「新

しい活動をするから金をだせ」と聞こえてい

た。そして「知恵を出さないやつに金をだす

やつがいるか。」という考えを，「まずは情報

共有と相互協力のための議論を」に換えて口

から出していた。ついつい「もしも私が援助

機関の責任者だったら，あなた達の提案には

絶対に予算をつけないだろう。」と口にして

しまったのは失敗だったが，今や昔の笑い話

である。 

 第２回会合では，AFPという枠組みに対す

る共通の認識と，優先的に取り組むべき課題

に対する合意が得られた。その上で，具体的

行動をどのように実施して行くかについては，

主要パートナーが改めて検討し，各パートナー

に諮ることとなった。実は，いくつかのパー

トナーは，3日間の会議を通じて，「どうして

日本，インドネシア，CIFOR，TNCが主要パー

トナーなのか？ 主要パートナーは他のパー

トナーに比べて強い権限をもつのか？ 誰が

決めたのか？」等々，折にふれては主要パー

トナーという存在そのものに否定的な意見を

だしていた。そのパートナーまでもが，主要

パートナーが具体的活動の実施方針を改めて

検討することに積極的な賛意を示したことも，

今や昔の笑い話である。 
 

情報共有と作業計画の共同実施の段階 
 

 さまざまな利害が交錯する複雑な問題に取

組むには，関係者相互の信頼と理解に基づく

開かれた雰囲気の中で，定期的な対話を繰り

返し続けていくことが必要である。AFPへの

参加は平等で開かれたものであり，政府，国

際機関，民間団体・企業，そして市民グループ

など，幅広いパートナーの自発性が尊重され

ている。AFP会合には，パートナーに限らず

アジア地域の森林問題に取り組む組織・機関

が参集し，平等な立場で議論に参加してきた。

AFPは，誰もが参加できる情報と経験を共有

する正式な枠組みとして，定期的な直接対話

の機会を提供してきた。2003 年 11 月に第 3

回 AFP 実施促進会合が木更津で開催された

ときには，それぞれの取組みに関する情報交

換に基づいて，既存の取組みを強化したり，

必要に応じて新しい取組みを効率的に立案・
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実施したりする体勢が整いつつあった。そし

て各パートナーが自発的に提案する作業計画

（ワークプラン）により AFPの活動が実施さ

れるという方式が，第３回会合で提案され，

現在に至っている。 

 AFPのパートナーは対等な立場で，AFPと

して進めるべき活動を提案することができる。

提案を行ったパートナーは当該提案を実施に

移すため積極的に他のパートナーをリードす

る役割を担う。他の AFPパートナーは提案さ

れたワークプランに関して，活動への参加，

情報提供等，それぞれが対応できる範囲でワ

ークプランの円滑な実施に協力することがで

きる。すでに実施中の取り組みであっても，

AFPワークプランとして提案し，新たな協力

者を募ることもできる。多くの取組みや事業

は，計画段階で決められた予算や参画する組

織および活動計画に縛られているのに対し，

ワークプランによる AFP の活動は柔軟で自

由度が高いという点で，革新的である。そし

て，組織体制および意志決定事項に対する最

終的な合意にいたる以前から，現場での活動

が実施されることを可能とした。 

 自主的な提案に対する自主的な協力による

ワークプランの実施という AFP の革新性は，

AFPが活動資金の裏付け無しに発足したこと

によると筆者は考えている。まとまった活動

資金が準備されていないことを知って，AFP

への興味を失ったパートナーもいる。しかし，

もしあるパートナーが巨大な活動資金を提供

していたら，AFPはそのパートナーの意向に

従うパートナーのみが資金を得て活動する，

独善的な枠組みとなったような気がする。ま

た最悪の場合は，活動資金をめぐる摩擦や衝

突がパートナー間に生じたかも知れないとも

考えている。各パートナーが自発的にワーク

プランを提案し，賛同する他のパートナーの

協力を得て実施にあたるという AFP の参加

型の枠組みは，特定の資金源からの大きな予

算が無かったことにより実現したとも言える

だろう。 

 こうして AFPは，特定の資金源をもたない

ままに，ワークプランという方法により活動

を実施するようになった。しかし，不幸な誤

解も生じている。活動費の支給を期待して，

ワークプランを提案するパートナーがいるの

である。そのようなワークプランに限って，

活動目的も提案したパートナーが投入する資

金および労力も不明瞭で，記載されている予

算額が大きい傾向があると，筆者は感じてい

る。 
 

「情報交換事務局」から「事務局」に 
 

 冒頭で述べたように，第 5回 AFP実施促進

会合で確定した事務局の役割が，研究機関と

しての CIFOR が果たすべき役割を超えなか

ったことにより，CIFOR は正式に AFP 事務

局を担うことが決まった。AFP発足当初から

多くのパートナーが，AFPの事務局を担うこ

とができるパートナーは CIFOR をおいて他

にはないと考えていた。しかし，問題は事務

局が果たすべき役割についての共通認識が無

かったことである。CIFORは，AFPに積極的

に貢献するという方針を持っていたが，それ

は研究機関としての役割を逸脱しない範囲と

限定していた。一部のパートナーは，事務局

に対して AFPに関連する事業費を獲得し，他

のパートナーとともに事業の実施にあたると

いう役割を期待していた。その一方で CIFOR

が管理するなら AFP に２億円を超える事業

費を拠出すると CIFOR に打診した国もあっ

た。しかし事業費の獲得とその運営，研究に
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無関係な事業費の管理は，CIFORの果たすべ

き役割では無く，そのような期待や打診に答

えることはなかった。このようなことから，

CIFOR は実質的に事務局の機能を担ってい

たが，「情報交換事務局」とその役割を明示せ

ざるを得なかったのである。 

 AFP情報交換事務局として CIFORは，パー

トナーから提供される情報に加え，研究活動

を通じて蓄積してきた AFP の重要課題に関

する情報を整理して，ウェブサイトに掲載し

た。またウェブサイトの更新情報を，パート

ナーおよび希望者に配信してきた。このよう

な情報の蓄積と共有化は，国際研究機関とし

ての CIFOR が果たすべき役割の１つでもあ

る。そして AFPの重要な取組課題のそれぞれ

が，CIFORの研究対象でもあった。しかしな

がら，AFPに関連した情報を把握して発信す

るとともに，AFP会合開催準備をはじめパー

トナー間の連絡調整業務に対応するのは，研

究者が片手間で対応できることではない。

CIFOR が AFP 情報交換事務局としての責務

を果たすことができたのは，日本国外務省か

らの事務局支援費によって優秀な事務局員を

雇うことができたからである。 

 熱帯林の持続的利用を目的にする研究は，

現場での取組みに協力・並行して実施する必

要がある。CIFOR は情報交換事務局として，

情報交換と対話の促進を通じてパートナー間

の信頼関係の醸成に多大な貢献をした。その

一方で，AFP を通じて CIFOR は，研究成果

をより効果的に発信するとともに，現場で事

業にとりくむ諸団体や政策立案者が必要とし

ている情報，研究課題とすべき事案に接する

機会を増やすことができた。AFP事務局とし

ての役割を担うことにより，CIFORの研究活

動がこれまで以上に，森林政策の立案や現場

での取組みに繋がったものとなり，熱帯林の

持続的利用に貢献することを，期待している。 
 

AFP批判に答えて 
 

「AFPは会議を繰り返しているだけで，具

体的な行動が伴っていない。日本が AFPに資

金を提供しないからである。」という批判を受

けることが時々あった。そのような批判に対

して，筆者は次のように反論してきた。まず，

AFP実施促進会合は，アジアの森林問題に取

組諸団体の協力関係の醸成に貢献しているこ

と。そして，ホスト国の予算と担当者の多大

な労力により，AFP実施促進会合が開催され

てきたこと。さらに，日本を含め AFPのパー

トナーは，それぞれに現場での取組みを実施

しているため，AFPの事業として独立の新し

い取組みをたてる必要は必ずしもないこと。

これまでになされた努力を顧みない批判に貸

す耳はないのである。AFPにも現場での取り

組みにも，改善の余地があることは，筆者も

認めているところである。各パートナーに求め

られているのは，具体的な改善策を含む建設

的な意見である。 
 

終わりに 
 

 筆者が，AFPに深く関わることになったの

は，CIFORの日本人研究員としてインドネシ

アで暮らしていたためである。表にでること

が多い立場であったことから筆者が目立って

しまっているが，多くの人の努力により AFP

は進められてきた。与えられた仕事に責任を

もって取組む人達と，一緒に仕事ができたこ

とを幸せに思う。お世話になった皆様に，こ

の場を借りてお礼を申し上げたい。「ありがと

うございました。」 
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プロローグ－１ 

2002年５月，ヨハネスブルグ環境サミット

（WSSD）の準備会合がインドネシア・バリ

で行われた。日本からも多くの NGO が，ヨ

ハネスブルグ・サミットで何かの成果を勝ち

取ろうと，準備会合の段階から参加した。私

もFoEインターナショナルのメンバーとして

バリに出向いて，森林保護や貿易問題・エネ

ルギー問題などの分科会に参加した。 

 会期中のある日に，外務省の地球環境課の

方（大使の秘書役）に声をかけられ，朝海大

使に面通ししてくれと言われ，大使と 30分ほ

ど雑談をした。この朝海大使が「アジア森林

パートナーシップ」を日本のイニシャティブ

で，ヨハネスブルグ・サミットで立ち上げる

ことをこの準備会合で始めて公表した。アジ

ア森林パートナーシップは，日本の外務省の

主導で立ち上がったように私には見えた。朝

海大使との話の中では，市民社会・NGOの参

加の形態は全く未知数のようであった。 

 

プロローグ－２ 

 2002年７月，東京三田の外務省会議所にお

いて，アジア森林パートナーシップの設立

準備会合が催され，主として政府関係者で 

はあったが，東南アジア各国のみならず，

欧米の先進国や，国連機関の参加があった。

「The Nature Conservation (TNC) 」が NGO

として， AFP の事務局に参加することが決ま

った。TNC・インドネシアにいる，Dr. Nizel 

Sizer（ナイジェル・サイザー博士）がキーメ

ンバーとして参加することとなった。Nizel 

Sizerは，「世界資源研究所」（WRI）の森林部

門の部長をしていたころから，私と交流があ

った。この会合で日本の市民社会を代表して，

私は AFPに対する期待と注文を述べた。私の

発言に対し，Nizel Sizer から賛同の言葉を貰

い，TNCとうまく連携すれば，違法伐採対策

など何かがやれる，という感触を持った。 

 

プロローグ－３ 

2002年８月，ヨハネスブルグ・サミットの

政府系のイベント会場で，アジア森林パート

ナーシップの設立が宣言された。谷津農林大

臣が議長をし，橋本元首相が基調演説を行っ

た。質疑応答の場面で，私が，NGOが重要な

パートナーであることを訴えたところ，従来

から私と若干の面識のあった谷津大臣が，

NGOとの協調を約束して下さった。ヨハネス

ブルグでは，20以上のパートナーシップ・イ

ニシャティブが立ち上げられたため，アジア

森林パートナーシップの進展は，ここではこ

れ以上は見られなかった。ヨハネスブルグで

は，米国政府が全てに後ろ向きであったため，

日本政府も動きが鈍く，逆に「国際環境議

員連盟」（GLOBE）のメンバーである日本

 
 

市民社会から見たアジア森林パートナーシップ 
 

 

岡 崎 時 春  

OKAZAKI Tokiharu：Asia Forest Partnership observed 

from Civil Society Organization  
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の国会議員の活躍が目立った。谷津大臣は当

時 GLOBE Japanの事務局長であった。 
 

2002年前後の国際森林保護市民 

団体の活動の重点は？ 
 

森林保護を標榜する国際市民団体には幾

つかのグループがあるが，熱帯雨林の減少を

食い止めようという NGOが国際ネットワー

クを作って調査・広報・政策提言などの活動

を活発に行っていた。熱帯雨林で問題の地域

は，アマゾン，中央アフリカ，そして東南ア

ジアの３箇所と言ってよく，アマゾンに対し

ては北米と西欧の NGOが，アフリカに対し

ては西欧の NGOが，活発な森林保護活動を

展開していた。東南アジアの熱帯雨林につい

ては，これまでは資金の比較的潤沢な西欧と

米国の NGO が地元の NGO と組んで，どち

らかと言うと個別の森林破壊の問題に取り

組んでいたと言えよう。インドネシアにおけ

る「World Wild Fund」(WWF), TNCそして「The 

Envivonmental Investigation Agency」(EIA), カン

ボジアにおける「Global Witness」(GW) など

が，木材生産業者が持続可能な森林管理の下

で伐採・製材加工を行うよう個別に訴えてい

た。インドネシア最大の NGOであるWALHI

は独自で，それぞれの地域で商業伐採に反対

し続けてきた。NGOから政府，業界に対する

纏まった働きかけは東南アジアではあまり見

られなかった。 
 

国際熱帯木材機関（ITTO）に 

対する期待と失望 
 

1986年，熱帯林からの最大の木材輸入国で

ある日本のイニシャティブで，「国際熱帯木材

機関」（ITTO）が発足した。政府・林産業界・

市民団体の３者が持続可能な森林管理がなさ

れるよう木材生産・貿易を適正化して行こう

との目的で作られた。しかし年を経るにつれ，

持続可能森林管理を目指すための調査やモデ

ル林の育成プロジェクトは，森林関連国際機

関のエリート官僚や林業技術専門家によって

採択され，林産業全体あるいは木材貿易の現

場からは遠く離れた存在になったように思う。

一方で熱帯雨林の減少スピードは 1990 年代

に入って加速していると FAO で報告される

など，ITTOの活動の効果を疑問視する NGO

が多くなった。ITTOは「全ての熱帯林を 2000

年までに持続可能森林とする」という目標を

持って活動を始めた筈だが，これが失敗に終

わったとの自己評価を 2001 年に行った。 

2006年に ITTOの存続が決定したが，林産業

界もNGOも ITTOへの期待は薄らぎつつある

ことを懸念している。 
 

国連の場でも，森林保護の議論は活発

だが，国際間の取り決めには程遠い 
 

ヨハネスブルグ・サミットの 10 年前の，

1992 年のリオ・サミットでは，「生物多様性

条約」が締結されたが，森林保護に関しては

何ら拘束力のない「森林原則声明」が採択さ

れたに留まった。生物多様性条約と並ぶ「国

際森林条約」というようなものが作られるこ

とを，世界の市民社会は，10数余年期待して

きた。森林原則声明に基づき，「森林に関する

政府間パネル」（IPF）（1995-1997），「森林に

関する政府間フォーラム」（IFF）（1997-2000）

そして「国連森林フォーラム」（UNFF）（2000

～継続中）と議論の場は続けられたが，木材

輸出国や業界の利害が相反して，森林管理や

木材貿易に拘束力を取り入れるような条約に

は，到底集約していない。国際森林 NGO も

これらの会議には参席してきたが，ここも
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森林専門家や一部外交官の社交場になって

しまった，と揶揄する NGO もいるほどだ。

国連食料農業機関（FAO）傘下の森林部門は，

森林資源保護のための地道な活動はしている

が，国際的な政策や，各国の林業政策への関

与は，その仕組み上難しいと言えよう。 
 

AFP発足に当って，国際森林保護 

市民団体が期待したこと 
 

国連主導の「森林条約」が日の目をみない

し，ITTOも初期の目標を達成してないので，

アジア各国の NGO の中には，政府の対策に

は頼らないで，個々の現場で，業者に対し，

あるいは対自治体に対する要求・交渉あるい

は示威活動・伐採阻止などの直接行動に出る

戦略に出るようになった。一方先進国にいる

国際 NGO は当該国の政府あるいは国連など

の窓口を通さないと中々活動しにくい面が

あった。リオ・サミットから 10 年目に現れ

た「アジア森林パートナーシップ」の構想

は，当初から NGO ともパートナーシップを

組むとの話があった。しかしアジアの大概の

NGOは，ITTOの２の舞ではないか？と直ぐ

に懐疑的になった。2002 年７月の東京の

準備会合に出てきた NGO は TNC だ。元来，

森林保護活動をしていたアジアの NGOには

声が掛からなかった。かなりのアジアの森林

NGO はこの時点でそっぽを向いたように私

は感じた。TNCは米国の NGOで，これまで

アジアの森林 NGO とは一線を画して活動し

ているし，TNCの資金源は米国政府や国連傘

下の「世界環境基金」（Global Environment Fund, 

GEF）で，政府系 NGO とのレッテルが貼ら

れていたし，それが木材業界を規制するよう

な施策を打ち出せる筈がないとも思った。

TNC は AFP のインサイダーになることによ

り，団体の運営資金の獲得を狙ったものと皆

理解している。日本から「（財）地球環境戦略

研究機関」（IGES）や「（財）地球・人間環境

フォーラム」が NGO として参加と記載され

ているが，これらは元々「市民団体」とは見

られてないし，これまでの活動実績からも，

これは名前を連ねただけだと見られた。当初

から AFP に対する市民社会の期待はそれほ

ど大きいものではなかった。 
 

FoE Japanはどうして AFPの正式 

メンバーにならなかったか？ 
 

NGOには色々なタイプがある。途上国の貧

困救済などを現地で行うNGOは日本では「開

発型 NGO」と呼ばれ「家族計画国際協力財団」

（JOICFP）のような大きな組織体が多くあり，

これらは会員からの会費収入よりも ODA な

どの政府の援助資金に頼るところが多い。一

方，私が代表を務める FoE Japanは「政策提

言型 NGO」と呼ばれ，途上国や欧米の NGO

と連携して，国連などの国際機関や，自国政

府の政策，特に環境・生物多様性や社会・人

権問題について市民の声を代弁する活動をし

ている。 

アジア森林パートナーシップは市民社会と

のパートナーシップを目指しているが，２国

間ではなく多国間であり，プロジェクトあり

きではなく，どうすれば森林減少が食い止る

かという「政策的枠組み」を先ずは作らねば

ならず，所謂「政策提言型 NGO」の出番と思

われる。この観点からすると TNCは「開発型

NGO」に近く，市民社会の本当の味方かとい

う疑問は残る。一方「FoE Japan」のような「政

策提言型」NGO は組織的には極めて小さく，

資金的には更に微力であり，政府と比肩する

とかなり見劣りがする。これが政府から我々
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のような政策提言型 NGOを AFPの中核にし

ようとの声が掛からなかった理由と想像して

いる。第１回 AFP 会合以降，日本政府から

FoE Japan に対し，正式メンバーへの勧誘も

あったが，メンバーになるメリットが見出せ

ぬまま今日に至っている。メンバーでないか

らといって，会議での「FoE Japan」の発言や

政策提言に対する制約はこれまで全くなかっ

た，そして日本の市民社会の意見を充分代弁

出来る機会が与えられて来たと考えている。 
 

アジア森林パートナーシップには，

NGOに対する活動資金の支援がない？ 
 

私個人は AFP の主導国である日本政府の，

NGO に対する資金面でのサポートを期待し

て当初から積極的なコンタクトを取ったのだ

が，政府筋からのコミットが何もなく，これ

が「FoE Japan」がメンバー登録を見送ったも

う１つの理由でもある。 

アジアの森林 NGO の大きな誤算は，AFP

の枠組みが決まれば，それぞれの具体的なプ

ロジェクトに NGO が起用され，かなりの額

の資金がアジアの国々の NGO に流れてくる

だろうと期待したことである。途上国政府も

日本政府の資金的支援を期待していたと思わ

れるが，情報共有の場を提供するだけの資金

のみを事務局に，過去３年間拠出したに過ぎ

ない。策定されたアクションプランも盛り込

まれたプロジェクトは，既存の２国間協定に

基づくものや，ITTO からの横滑りのものな

ど，新たな資金源からのものは見当たらない。 
 

ロシアの参加－ITTO から一歩前進－

そして中国も 
 

FoE Japanは 10年以上，極東ロシアの自然

保護に携ってきた。近年は特に「違法伐採」

問題に取り組んできた。ITTO が違法伐採問

題に対する表向きの取り組みが遅れていた

のに対し，AFPは最初から違法伐採問題の解

決を目途に立ち上がった。インドネシア・マ

レーシアなどでは，すでに違法伐採の実態は

ほぼ明らかになり，政府も取り締まりに積極

的に動き出す機運にあった。一方のロシアは

実態が明らかでないことを背景にロシア政府

も盗伐（全伐採の１％以下）しか違法伐採は

ないとの態度を取り続けてきた。日・欧・米

の NGO が，違法伐採の断片的な実態を，国

際機関に訴えてきたのが実状である。「FoE 

Japan」は AFPの最初から極東ロシアの NGO

参加を日本政府に要請した。最初はオブザー

バー参加だったが，３回目以降はロシアの

NGOも参加するようになった。極東ロシアの

違法伐採の実態が AFP の場で公表されたの

は大きな成果であると私は考えている。ロシ

アの違法伐採木材の最大の輸入国となった中

国が第４回目以降に参加したのも大きな意義

のあることだ。これも「FoE Japan」が日本政

府に要請し続けた結果かと考える。 
 

AFP の齎した副産物－G8 サミットの

違法伐採対策と並行して 
 

1998 年以降，G8 サミットで毎年「違法伐

採対策」が議題に上がった。ロシアが昨年，

違法伐採に取り組むことを表明したので，今

年のロシアで行われる G8 でもまた議題に上

がることは必死だ。AFPは発足時には，違法

伐採・森林火災・森林荒廃地復旧の３本柱で

行く予定だったが，G8サミットに影響され，

毎回，違法伐採が主たる討議対象となった。

違法伐採問題の解決を最優先と考える「FoE 

Japan」に取っては，AFPは格好の活躍の舞台

を提供頂いた。 2003 年のジョクジャカルタ
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での AFPワークショップには，自民党の「違

法伐採問題検討小委員会」の国会議員が４名

も参加頂くなど，日本の中での「木材調達」

のグリーン化に大きなきっかけを作ってくれ

たと考えている。 

全木連の中には 2001年に「違法伐採対策委

員会」が作られ，これが 2004 年に「AFP 支

援委員会」と改組されて存続している。ここ

も「FoE Japan」にとっては効果的な政策提言

の場であり，木材業界の理解も徐々にではあ

るが進んでいると考えている。 

 

（注目点） 

日本：インドネシア・極東ロシア・マレーシア，そして中継国である中国から輸入。 

  米国：中国から大量の建材と家具，その原木は東南アジアとロシアから輸入。 

  欧州：インドネシア・アマゾン・中央アフリカ・ロシア，世界中から分散輸入。 

   紙（図中の黒破線矢印）：違法伐採チップを原料にした紙はインドネシアから日本に。 

2004年・G8サミットに提出された，WWFによる違法伐採国別割合の推定値 

ロシア  27％（北西ロシア），50％（極東ロシア） 

インドネシア 73％  

カンボジア 94％  

ベトナム  22％ - 39％  

ブラジル  80％（アマゾン流域），66％（パラ州） 

ペルー  80％  

エクアドル 70％  

カメルーン 50％ 

出典“Scale of illegal logging around the world currently available estimates”,WWF European Forest Program, 

April 2004  

図 G8の違法伐採木材の輸入量・2004年・WWF-European Forest Programによる推定値 
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AFP は，情報共有と啓発の場として，

これを最大限に活用する－NGO の当

面の戦略？ 
 

 AFP発足後３年半を経過してようやくAFP

の取り扱う対象範囲が見えてきたし，その限

界も容認せざるを得ないと考えるに至った。

NGO 側にはパートナーシップという言葉に

惑わされて，過大の期待があった。NGOの意

見や要求が殆ど取り入れられなくなった，

ITTOや UNFFに足らない何かを期待したが，

資金的な壁や，政府側の意向に沿う NGO が

なかったことなどで，情報共有と業界啓発の

場でしかないことが明らかとなった。 

 AFPの会議の場でNGOにとって興味ある点

は，インドネシアとマレーシア間の丸太の密貿

易で両国政府あるいは業界の，違法行為の責

任の擦り合いだ。第３回会合以降３回も同じ

ような発言があったが，私には微妙に変化し

ていると感じた。両国の政府も業界もこれら

の責任の擦り合いの一方で，徐々にではある

が違法伐採木材の違法貿易に対する，取り締

まりや対策を講ずる兆しが見えてきたからだ。 

 もう１つの興味ある点は，ロシア・中国間

の違法伐採材の貿易だ。第５回会合でのロシ

ア NGO のプレゼンテーションが日本・外務

省のホームページに記載され，AFPの場でロ

シアに違法伐採ありと公表された格好になっ

たことだ。日本のロシア材の輸入業界はロシ

アの違法伐採材は日本に入ってない，あると

すれば中国経由だといい続けてきた。NGOと

しては，ロシアの違法伐採材について，業界

やロシア政府・中国政府に対するアプローチ

の手段が今までなかった。ところが，2005年

に入ってロシア政府が組織的な違法伐採があ

ることを認め，「欧州・北アジアにおける森林

法の施行とガバナンス（ENA-FLEG）」を立ち

上げ，2005 年 11 月にはサンクトペテルブル

グで閣僚級会議が持たれた。 

 ロシア政府は未だ AFP に正式参加はして

いないが，NGO としては ENA-FLEG の会合

などを通じてロシア政府の AFP への参加を

促したい。中国政府は AFPのメンバー国に

なってはいるが，自国内の違法伐採対策を優

先しており，越境移動してくる違法伐採原木

あるいは再輸出される違法木材製品に対する

認識は浅く，対策についてはこれからだと思

われるが，AFPの枠組みを通してでも中国政

府・業界に粘り強く働きかけて行きたいと

願っている。 

 

〈参考 webpage〉 

（AFP はキャンペーンなので学術論文はあまり見

当たらない。Webpageが参考になると考えます。） 

1) 政府系機関（ITTO･FAO･外務省･環境省･林野

庁）の活動は，それぞれのホームページに AFP関連

の記事があります。（ドメイン名：略） 

2) 研究機関としては CIFOR（ホームページ：

http://www.cifor.cgiar.org/）が各種県連記事を掲

載していますが，CIFORが AFPの事務局を担当

しているので，AFP に関しては  

独自のホームページ： 

http://www.asiaforests.org/scripts-afp/default.asp 

が参考になります。 

3) 市民団体としては，国際環境 NGO・FoE Japanの

森林関連ホームページ 

http://www.foejapan.org/forest/index.html および

http://www.fairwood.jp/にアクセスすると関連記

事が見られますし，AFPに関連する NGOにリン

クも出来ます。 

 

（国際環境 NGO FoE Japan 代表理事） 
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●本号は，森林･林業をとりまく国際的トピックスを取上げ編集した。 

●森林は，土地や生物多様性の保全，水源の涵養，木材生産，地球温暖化の緩和など人類にとっ

て極めて大切な資源である。森林は，そもそも再生可能な資源であるはずなのに世界の現状を

見ると，消失･劣化が進み憂慮すべき状況にある。このような状況に対処するため国際的に多く

の取組みがなされているが，今回取上げたのは，日本のイニシアティブで２００２年に発足し

た「アジア森林パートナーシップ（AFP）」についてである。 

●AFP設立の経緯と意義，取扱う課題及び我が国政府と市民社会による貢献などを，AFP活動に

直接携わっておられる方々に論述していただいた。編成についてご指導をいただいた二澤編集

委員及び有益な講説をご執筆いただいた著者の方々に，お礼を申し上げる。 

●森林面積の減少率が高いアジアにおいて森林の消失･劣化をくい止め，さらに森林がもつ再生可

能機能を回復させるためのアジア諸国，ドナー国，国際機関及び NGOなどの協力による取組に

ついての理解・活動の促進に本号が役立つことを願っている。 

（H.T.） 

 

 

編 集 後 記



 

 

 

－賛助会員への入会案内－ 

 

 当協会は，賛助会員を募集しております。個人賛助会員に入会されますと， 

当協会刊行の次の資料を無料で配布することとしております。 

 多くの方々が入会されますようご案内申し上げます。 

 

   「国際農林業協力」（年６回発行） 

「Expert Bulletin」（第３回発行） 

 

 なお，法人賛助会員については，上記資料以外にカントリーレポート等を 

配布いたします。 

 

 

 
 

 

 



 

 

平成  年  月  日 
 

 
   賛助会員入会申込書 

 

 

 社団法人 国際農林業協力・交流協会 

     会長   木 秀 郎 殿 

 

住 所 〒 

ＴＥＬ 

法 人 

氏
ふり

 名
がな

              印 

 

 社団法人国際農林業協力・交流協会の    賛助会員として平成  年度より 

入会いたしたいので申し込みます。 

 なお，賛助会費の額及び払い込みは，下記のとおり希望します。 

記 

   1. 賛助会費                         円 

   2. 払い込み方法     ア. 現金     イ. 銀行振込 

 

(注) 1.  法人賛助会費は年間 50,000円以上，個人賛助会費は 5,000円（海外は 

10,000円）以上です。 

2.  銀行振込は次の「社団法人 国際農林業協力・交流協会」普通預金口座 

  にお願いいたします。 

3. ご入会される時は，必ず本申込書をご提出願います。 

 

 

法人 
個人 

法人
個人

み ず ほ 銀 行 本 店 No. 1803822 

三井住友銀行東京公務部 No. 5969 

郵 便 振 替 00130－３－740735



JAICAF ニュース 

 

 

農林業技術相談室  

－海外で技術協力に携わっている方のための－ 
 

ODAや NGOの業務で，熱帯などの発展途上国において，技術協力や指導に従事している時，

現地でいろいろな技術問題に遭遇し，どうしたらよいか困ることがあります。JAICAFでは現

地で活躍しておられる皆さんのそうした質問に答えるため，農業技術相談室を設けて対応して

おります。 

 

相談は無料です。ご質問に対しては，海外技術協力に経験のある技術参与が中心になって，

分かりやすくお答え致します。内容によっては他の機関に回答をお願いするなどして，できる

だけ皆さんのご要望にお答えしたいと考えております。どうぞお気軽にご相談下さい。 

 

相談分野 

作物：一般普通作物に関する問題，例えば品種，栽培管理など 

   （果樹，蔬菜，飼料作物を含む） 

土壌肥料など：土壌肥料に関する問題，例えば施肥管理，土壌保全，有機物など 

病害虫：病害虫に関する問題，例えば病害虫の診断，防除（制御）など 

 

質問宛先 

 国際農林業協力・交流協会技術相談室 通常の相談は手紙またはFAXでお願いします。 

 〒107-0052 東京都港区赤坂８丁目 10 番 39 号 赤坂 KSA ビル３F 

 ＴＥＬ：03-5772-7880（代），ＦＡＸ：03-5772-7680 

 E-mail：info＠jaicaf.or.jp 
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